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構造改革特区の第２次提案に対する政府の対応方針（抄）

平成１５年２月２７日

構造改革特別区域推進本部

構造改革特区において実施することができる特例措置（第２次提案追加分）

事項名 規制の特例措置の概要規制の根拠法令等

株式会社の医療 医療法 株式会社の医療への参入については、

への参入 第７条第５項 自由診療の分野という前提で、地方公

共団体等からの意見を聞き、６月中に

成案を得て、１５年度中に必要な措置

を講ずることとする。
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医業経営の近代化・効率化に向けた取組

○ 今般 「これからの医業経営の在り方に関する検討会」最終報告、
において、今後の医療提供体制の在り方を見据えた、医業経営の将
来像と具体的な改革案についての提言を受けた。

○ 厚生労働省としては、当該最終報告において示された 「非営利、
性・公益性の徹底 「効率性の向上 「透明性の確保 「安定した」、 」、 」、
経営の実現」といった視点からの提言を踏まえ、別添のとおり、当
面の具体的な行動計画を定め、質の高い医療提供体制の確保の基盤
となる医業経営の近代化・効率化に向けて着実に取り組むこととす
る。

○ なお、厚生労働省としての取組は、これにとどまらず、今後、予
算の編成や税制改正その他の検討の過程において、最終報告におけ
る提言の実現に向けて、更なる検討を進めてまいりたい。

（詳細は別添参照）【 主 な 取 組 】

○ 公益性の高い「特別医療法人制度」を普及
◇公益性に支障のない範囲内で、要件を緩和

・業務に係る要件の範囲を救急輪番制参加などにも拡大
・形式的で弾力的な採用の阻害要因となっている役職員に対する階層的

な収入要件の撤廃 等
◇実施できる収益業務について大幅に拡大

○ 「特定医療法人」制度について要件緩和
・差額ベッドについて平均料金上限５０００円規制を撤廃するととも

に、割合規制を２０％から３０％に引上げ。
・形式的で弾力的な採用の阻害要因となっている役職員に対する階層的

な収入要件の撤廃

○ 非営利性等に関する研究・検討の場の設置
・社団法人の持分の在り方について、非営利性の観点等も踏まえた研究

・検討の場を設置。

○ 新たな病院会計準則の制定
・企業会計の最近の動向の反映、異なる主体間での比較可能性等を基本方

針として、病院会計準則を全面的に改正。

○ 医療機関債の発行等による資金調達手段の多様化
・資金調達手段を多様化し経営を安定化するために積極的な利用が期待さ

れる債券発行による資金調達手段（医療機関債）について、その円滑か
つ適正な利用促進の観点からガイドラインを制定。
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（別添）

事 項 具体的な対応 実施時期

１ 非営利性・公益性の徹底による国民の信頼の確保

特別医療法人制度 ● 特別医療法人制度について（１）
◇医療法施行規則・ 「特別 １５年８月・特定医療法人制 平成１０年健政発第８０２号健康政策局長通知

医療法人について」を改正し、特別医療法人制度の普及
度について次に掲げる要件緩和を実施
・９種の特定の病床を有しなければならないこ

ととされている業務に係る要件について、救
急輪番制への参加、過疎地域における診療所
の設置等も対象となるよう緩和

・収入の８割以上が社会保険診療でなければな
らない旨の規制について、一定の公的な枠組
みの下で行われる健康診断に係る収入を社会
保険診療として計算できることとすること

・医師等に係る給与規制について、年間給与支
給総額に係る規制について上限規制に一本化
し、同族関係者に係る階層的規制を撤廃

◇ 「厚生労働大臣の定める医療法 １５年８月平成１０年厚生省告示第１０８号
人が行うことができる収益業務」を改正し、特
別医療法人が実施することができる収益業務に
ついて、医業経営の安定的運営に支障のない範
囲で大幅に拡大

● 特定医療法人制度について
◇特定医療法人について、本年度末の租税特別措 １５年３月

置法改正による特定医療法人の要件の明確化 現 【租税特別（
行の通知を告示化）と同時に、次に掲げる要件 措置法施行
緩和を実施 令第 条39

25 1・療養環境改善のために、全病床数に占める差 の 第
額ベッド割合の上限を３０％（現行２０％） 項第 号に1
に引上げ 規定にする

・差額ベッドの平均料金の上限規制（現行５０ 厚生労働大
００円）を撤廃。 臣が財務大

・医師等に係る給与規制について、年間給与支 臣と協議し
給総額に係る規制について上限規制に一本化 て定める基

15し、同族関係者に係る階層的規制を撤廃 準 平成（
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年厚生労働
省 告 示 第

号）等147
により措置
済】

◇いわゆる出資額限度方式について、モデル定款 １５年度（２）社団医療法人の持
における取扱を含め、その在り方を研究・検討す分について
る場を設置

◇人的関係、出資などの資金関係を通じた営利法 １５年度（３）非営利性の徹底
人による医業経営支配や事実上の剰余金配当の
実態等について調査研究

◇都道府県を通じ、法人の非営利性の確保状況に １５年度
ついての点検と実態について調査

◇以上の結果を踏まえ、非営利性の徹底のための １５年度
基準と対処方策について通知を発出

２ 変革期における医療の担い手としての活力の増進

効率性を高める方 ● 経営管理機能の強化（１）
◇最終報告で提言された経営管理機能強化に資す １５年度

るよう 「平成１５年度医療施設経営安定化推進、
事業」により、医業機関の経営管理機能強化の
ための方策についての研究を実施

◇上記の経営管理機能に関する研究結果を具体的 １５年度
な医業経営に資するマニュアルとして取りまと
め、厚生労働省ホームページ等を通じて公表

◇都道府県を通じて、平成１４年４月に措置され １５年度
た医療法人の理事長要件緩和後の非医師理事長
の認可状況について調査

● 附帯業務規制の緩和
◇在宅医療推進等の観点を踏まえつつ、医業経営 １５年度

の安定性を損なわない範囲で、医療法第４２条
の「保健衛生に関する業務」として実施するこ
とができる医療法人の附帯業務の緩和策につい
て検討し、結論を得る。
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透明性を高める方 ● 病院会計準則の見直し等（２）
◇企業会計の最近の動向の反映、異なる主体間で １５年度策

の比較可能性等を基本方針としながら、昭和５
８年医発第８２４号医務局長通知で示された 病「
院会計準則」を全面的に改正

◇「医療法人会計基準」を制定 １５年度

● 経理情報の公開推進
◇「これからの医業経営の在り方等に関する検討 １５年度

会」中間報告を受けた、特定・特別医療法人や
運営費補助を受けている法人等に対する経理情
報公開の要請通知に対する取組状況についてフ
ォローアップ

● 医療に関する情報提供の推進
◇公的医療機関に対する医療機能評価受審等を促 １５年３月

進する通知を発出 【厚生労働
省医政局指
導課長通知

15（ 平 成
3 31年 月

日医政指発
0331003第

号）等によ
り措置済】

安定性を高める方 ● 資金調達手段の多様化（３）
◇「平成１５年医療施設経営安定化推進事業」に １５年度策

より、間接金融型調達手段の充実と多様化を促
進するため、
・プロジェクトファイナンス、証券化、小口化

等の手法
・医療機関の経営内容の評価指標
等の具体策について研究

◇直接金融の一手法としての医療機関債を積極的 １５年度
に活用できるよう、次に掲げる観点を踏まえ、
その円滑かつ適正な発行を担保するためのガイ
ドラインを制定
・債権者による経営介入の排除
・債券流通制限、運転資金としての調達禁止
・募集時の使用目的の明確化
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・応募の任意性の確保
・債券発行医療機関の情報開示 等

● 経営安定化のための支援策
◇中小病院の成功事例の研究等の成果を取りまと １５年８月

め、厚生労働省ホームページを利用して情報提
供



 

 7 

 
「これからの医業経営の在り方に関する検討会」について 

 

○目 的  

経済財政諮問会議の基本方針等を踏まえ、医療機関､特に民間病院経営の近代化・効

率化を図る観点から、医療法人制度をはじめとする医業経営の今後の在り方について幅

広く検討する。 

○検討項目  

（１）今後の医業経営の基本的方向 
（２）医療法人制度の在り方について 

・組織、運営（社員、理事長・理事・監事等） 
・業務（附帯業務、収益業務） 
・財務（会計基準、外部監査、情報開示）等 

 （３）その他の近代化・効率化方策 
・資金調達 
・共同利用 

  ・アウトソーシング 等 

○委 員  

 厚生労働省医政局長が医療関係者、学識経験者等１５名の方々に委嘱 

○スケジュール  

 ・これまでの検討状況 
第１回（平成１３年１０月２９日） 

これからの医業経営の在り方について 
第２回（平成１３年１２月１４日） 

英米両国における医業経営の動向に関するヒアリング 
   第３回（平成１４年１月１６日） 
        委員からの意見陳述 
   第４回（平成１４年２月２０日） 
        中間とりまとめに向けた論点整理 
   第５回（平成１４年３月２５日） 
        中間報告書案について 
        医療機関における会計基準の今後の方向性について 
   第６回（平成１４年５月２９日） 
        医業経営の近代化・効率化に関する委員からの意見発表 
   第７回（平成１４年７月１７日） 
        資金調達の多様化について 
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第８回（平成１４年１０月１５日） 

        医療法人の永続性、公益性を高めるための方策について 
        （医療法人制度の問題点等について有識者ヒアリング） 

第９回（平成１４年１１月１９日） 
     医療法人、医療機関経営の弾力性・効率性を高めるための方策について 
第１０回（平成１４年１２月１１日） 
     株式会社を始め民間企業経営方式を含めた医療機関経営の在り方につ

いて（有識者ヒアリング） 
第１１回（平成１５年１月２４日） 
     論点整理１ 
     ①医療分野における株式会社参入の是非 
     ②医業経営における資金調達 
第１２回（平成１５年２月４日） 
     論点整理２ 
     ①医療法人の永続性・公益性を高める方策 
     ②附帯業務規制の緩和 
第１３回（平成１５年３月１８日） 

        最終報告書案討議 
第１４回（平成１５年３月２６日） 

        最終報告書とりまとめ 

○ 中間報告書公表（平成１４年３月２５日） 

○ 関係通知発出（平成１４年４月１日局長通知）  

・医療法人の理事長要件の緩和 
・経営情報の促進 

○ 最終報告書公表（平成１５年３月２６日） 
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「これからの医業経営の在り方に関する検討会」委員名簿 

 

 

石 井 孝 宜   公認会計士 

内 田 裕 丈   日本歯科医師会常務理事 

遠 藤 美 光   千葉大学法経学部教授 

大石佳能子   （株）メディヴァ代表取締役 

川 合 弘 毅   日本病院会常任理事 

川 原 邦 彦   医業経営コンサルタント協会副会長 

小 山 秀 夫   国立保健医療科学院経営科学部長 

座長  田 中  滋   慶応義塾大学大学院経営研究科教授 

谷 川 和 生   （株）東芝グループ経営部部長 

津久江一郎   日本精神科病院協会副会長  

豊 田  堯   日本医療法人協会長 

西 澤 寛 俊   全日本病院協会副会長 

西 島 英 利   日本医師会常任理事 

長谷川友紀   東邦大学医学部助教授 

南   砂   読売新聞社編集局解説部次長 

                    （五十音順、敬称略） 

 

 




